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証券コード　９９７８
2020年11月10日

株 主 各 位
神奈川県川崎市高津区久本三丁目１番28号

株式会社　文教堂グループホールディングス

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 協 治

第70回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年11月24日（火曜日）午
後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年11月25日（水曜日）午前10時
２．場 所 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号

ホテルケイエスピー　３階　ＫＳＰホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第70期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第70期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
議　　　案 取締役７名選任の件

以　上

（新型コロナウイルス感染防止への対応について、株主の皆様へのお願い）
　・来場時及び会場内では感染予防にご配慮いただき、必ずマスクをご着用くだ

さい。マスクのご着用をされない方は、ご入場をお断りさせていただきます。
　・議長及び登壇役員、株主総会運営係員においてもマスク等を着用させていた

だきます。
　・会場であるホテルケイエスピーの方針により、会場入口での検温にご協力く

ださい。37度５分以上の発熱、若しくは咳症状が見受けられる方は、入場を
お断りさせていただきます。

　・会場へのご入場の際には、アルコール消毒液にて手指の消毒をお願いします。

－ 1 －

株主各位



2020/10/27 18:01:35 / 20660154_株式会社文教堂グループホールディングス_招集通知

　・座席の間隔を広く取りますので、十分な席数が確保できない場合がございま
す。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合があります。

　・本総会の開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を
含みます）及び議事の詳細な説明は省略させていただきます。ご来場される
株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただけますようお
願いします。

　・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等または会場の都合
等により、上記対応が変更される場合がございます。インターネット上の当
社ウェブサイト（http://www.bunkyodo.co.jp/company/stockholder.html）
による発信情報をご確認ください。

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。

２．本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」、
「連結計算書類の連結注記表」及び「株主資本等変動計算書」、「計算書類
の個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、イン
タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.bunkyodo.co.jp/company/stockholder.html）に掲載しており
ますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添
付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監
査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び
計算書類の一部であります。

３．株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべ
き事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.bunkyodo.co.jp/company/stockholder.html）において、修正
後の事項を掲載させていただきます。
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　　（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2019年９月１日から
2020年８月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の
世界的な感染拡大の影響により、個人消費・企業活動が停滞し、経済活動
再開の動きが見られるものの景気は急速に悪化しており、先行きについて
は依然として不透明な状況が続いております。
　出版流通業界におきましても、依然として市場は縮小傾向にあり、定期
刊行物を中心に販売が低迷し、改善の兆しがなかなか見えない状況です。
　このような状況下において、当社グループにおきましては、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止に関する政府及び自治体による各種要請に基づき、
従業員の健康管理を徹底し、店舗の営業時間の短縮及び臨時休業等を行う
とともに、2019年９月27日に成立した事業再生ＡＤＲ手続において同意を
得た事業再生計画に基づいて、事業構造改革に取り組んでまいりました。
　具体的には、前連結会計年度から導入したエリアマネージャー制度によ
って組織力を強化し、顧客対応及び店舗オペレーションを見直すことによ
って売上高の増加及び店舗運営コストの削減に努めてまいりました。また、
店舗収益力を高めるため、不採算となっていたアニメキャラクターグッズ
販売事業を売却し、比較的好調な文房具及び季節商材などの高収益商品を
積極的に既存店舗に導入してまいりました。不採算店舗におきましては、
23店舗の閉店を行ってまいりました。

　以上の結果、売上高は21,304百万円（前連結会計年度比12.6％減）、経
常利益は358百万円（前連結会計年度は経常損失610百万円）、親会社株主
に帰属する当期純利益は288百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属す
る当期純損失3,981百万円）となりました。
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　なお、商品別連結売上高の状況は次のとおりであります。

区分
第69期(前連結会計年度) 第70期(当連結会計年度) 前連結会計年度比増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

書籍･雑誌等の販売業 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

小 売

書 籍 9,380,435 38.5 8,541,029 40.1 △839,405 △8.9

雑 誌 7,360,848 30.2 6,689,183 31.4 △671,664 △9.1

文 具 2,513,903 10.3 2,155,350 10.1 △358,552 △14.3

そ　 の　 他※２ 4,031,830 16.5 2,801,529 13.1 △1,230,300 △30.5

小 計 23,287,017 95.5 20,187,094 94.8 △3,099,922 △13.3

卸　　　　　売※１

書 籍 451,539 1.9 378,181 1.8 △73,357 △16.2

雑 誌 462,816 1.9 481,833 2.3 19,016 4.1

そ　 の　 他※２ 47,841 0.2 162,839 0.8 114,997 240.4

小 計 962,197 3.9 1,022,854 4.8 60,656 6.3

そ    の    他※３ 139,526 0.6 95,029 0.4 △44,496 △31.9

合          計 24,388,741 100.0 21,304,978 100.0 △3,083,763 △12.6

（注）※１．卸売はフランチャイジーに対するものであります。

※２．小売及び卸売の「その他」は、ＣＤ・ＤＶＤ、ホビー、アニメ関連グッズ、図書カ

ードほかであります。

※３．「その他」は、出版社からの報奨金収入等であります。

 　②　設備投資の状況
       当連結会計年度における設備投資の総額は78百万円であり、その主なもの

は店舗改装に伴う什器等の取得によるものであります。

 　③  資金調達の状況

借入金の返済、設備投資資金及び運転資金に充当するため当連結会計年
度中に第三者割当による新株式の発行により4,660百万円の資金調達を行
い、長期借入金、短期借入金合わせて総額4,304百万円を返済し、社債を
340百万円償還いたしました。
その結果、当連結会計年度末の長期借入金残高は１年以内返済予定額237

百万円を含め2,618百万円、短期借入金残高は3,053百万円となりました。

 　④  重要な組織再編等の状況
当社の完全子会社である株式会社文教堂及び株式会社文教堂ホビーは、

2019年12月１日を効力発生日として、株式会社文教堂を存続会社、株式会
社文教堂ホビーを消滅会社とする吸収合併を行いました。
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(2) 直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

項 目
第 67 期

(2017年8月期)
第 68 期

(2018年8月期)
第 69 期

(2019年8月期)

第 70 期
(当連結会計年度)
(2020年8月期)

売 上 高(千円) 29,978,331 27,388,267 24,388,741 21,304,978

経 常 損 益(千円) 128,228 △589,901 △610,794 358,166

親会社株主に帰属
する当期純損益

(千円) 24,479 △591,437 △3,981,151 288,332

1株当たり当期純損益(円) 1.45 △42.62 △285.15 19.99

総 資 産(千円) 25,167,058 21,013,079 11,957,402 10,956,716

純 資 産(千円) 437,521 △233,584 △4,216,002 732,329

1株当たり純資産額(円) △25.03 △71.33 △356.58 △269.29

（注）　１株当たり当期純損益は自己株式控除後の期中平均発行済株式総数により、１株当たり

純資産額は自己株式控除後の期末発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 文 教 堂 50,000千円 100.0％ 書籍・雑誌の小売業

有限会社文教堂サービス 3,000 100.0 図書カード等の小売業

（注）　当社の完全子会社である株式会社文教堂及び株式会社文教堂ホビーは、2019年12月１日
を効力発生日として、株式会社文教堂を存続会社、株式会社文教堂ホビーを消滅会社と
する吸収合併を行いました。

－ 5 －
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(4) 対処すべき課題

　今後の出版流通業界におきましては、定期刊行雑誌を中心に売上低迷の改
善に兆しが見えない中、市場の縮小傾向は続くものと思われます。
　このような状況の中、当社グループといたしましては、事業再生ＡＤＲ手
続において同意を得た事業再生計画を着実に実行し、事業構造改革に取り組
んでまいります。
　具体的には事業上の施策として、①エリアマネージャー制の導入等、②返
品率の減少、③文具販売の強化、④不採算店舗の閉鎖、⑤本部等コストの削
減、⑥組織再編等により収益力の向上に努めてまいります。
　以上により当社グループは、来期売上高18,430百万円、経常利益230百万
円、親会社株主に帰属する当期純利益220百万円を目指してまいります。

(5) 主要な事業内容（2020年８月31日現在）

　書籍・雑誌の小売業及びこれらの商品のフランチャイズ契約加盟店に対す
る商品供給などを主要な事業としております。

－ 6 －
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(6) 主要な事業所（2020年８月31日現在）

当社本社　川崎市高津区久本三丁目１番28号

地　域 店　　　　　　　舗 店舗数

東　京

西葛西店、青戸店、小平店、成瀬店、成増店、赤坂店、グリーンコー
ト店、中野坂上店、市ヶ谷店、あきる野とうきゅう店、人形町店、武
蔵境駅前店、西台店、東陽町駅前店、赤羽店、代々木上原駅店、広尾
店、練馬高野台店、二子玉川店、大崎店、ＢｕｎＧｏｏｄ赤坂店、Ｃ
Ａ青山一丁目店、南大沢店、河辺とうきゅう店、つくし野とうきゅう
店、六本木ヒルズ店

26

神奈川

溝ノ口駅前店、溝ノ口本店、星ヶ丘店、葉山店、立場店、平塚駅店、
登戸駅店、伊勢原店、Ｒ４１２店、入谷店、すすき野とうきゅう店、
ららぽーと横浜店、中山とうきゅう店、湘南とうきゅう店、杉田とう
きゅう店、鎌倉とうきゅう店、中央林間店、ＬＩＶＩＮよこすか店、
横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店、平塚店

20

北海道
平岸店、北野店、新道店、琴似駅前店、宮の森店、西野３条店、札幌
ルーシー店、新千歳空港店、北49条店、函館昭和店、湯ノ川店、新札
幌ＤＵＯ店、ＣＡ新千歳空港店、札幌大通駅店

14

埼 玉
狭山店、東川口店、蓮田店、新座駅店、川口駅店、まるひろ南浦和店、
岩槻店、朝霞マルエツ店、熊谷駅店

9

千 葉
小倉台店、下総中山駅店、東習志野店、茂原店、行徳店、浦安西友店、
ＣＡ浦安駅店

7

大 阪
淀屋橋店、住道店、中之島フェスティバルプラザ店、キャップ書店千
林店、キャップ書店河内長野店

5

静　岡 大仁店、伊東店 2

兵 庫 キャップ書店逆瀬川店、キャップ書店立花店 2

青 森 つがる柏店 1

長 野 ＪＯＹ松本店 1

奈 良 キャップ書店王寺店 1

合　　　　　　　計 88

(7) 使用人の状況（2020年８月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

210名 32名減

（注）１．使用人数には、当社グループ外への出向社員を除き、当社グループへの出向社員を含

みます。

なお、契約社員、嘱託社員、臨時社員（パート及びアルバイト）は含まれておりませ

ん。

２．使用人数が前連結会計年度末と比べて32名減少しておりますが、その主な理由は、店

舗閉店に伴う退職者の増加によるものであります。

－ 7 －
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②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

４名 －名 52.8歳 16.1年

（注）　使用人数には、社外への出向社員を除き、当社への出向社員を含みます。

なお、契約社員、嘱託社員、臨時社員（パート及びアルバイト）は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2020年８月31日現在）

借      入     先 借      入      額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,818,962千円

株式会社半蔵門ｷ ｬ ﾋ ﾟ ﾀ ﾙ ｲ ﾝ ﾍ ﾞ ｽ ﾄ ﾒ ﾝ ﾂ 1,417,563

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,046,242

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 577,748

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 574,513

株 式 会 社 静 岡 銀 行 177,864

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2020年８月31日現在）
①　発行可能株式総数 普通株式 56,018,860株

Ａ種類株式 800株
Ｂ種類株式 800株
Ｃ種類株式 800株
Ｄ種類株式 800株
Ｅ種類株式 800株
Ｆ種類株式 800株
Ｇ種類株式 800株
Ｈ種類株式 800株
Ｉ種類株式 800株
Ｊ種類株式 848株
Ｋ種類株式 1,864株
計 56,028,772株

②　発行済株式の総数 普通株式 16,161,177株(自己株式27,913株を除く）

Ｂ種類株式 200株
Ｃ種類株式 200株
Ｄ種類株式 200株
Ｅ種類株式 200株
Ｆ種類株式 200株
Ｇ種類株式 200株
Ｈ種類株式 200株
Ｉ種類株式 200株
Ｊ種類株式 212株
Ｋ種類株式 445株
計 16,163,434株

③　単元株式数 普通株式 100株
Ａ種類株式 1株
Ｂ種類株式 1株
Ｃ種類株式 1株
Ｄ種類株式 1株
Ｅ種類株式 1株
Ｆ種類株式 1株
Ｇ種類株式 1株
Ｈ種類株式 1株
Ｉ種類株式 1株
Ｊ種類株式 1株
Ｋ種類株式 1株

－ 9 －
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④　株主数 普通株式 11,097名
Ｂ種類株式 1名
Ｃ種類株式 1名
Ｄ種類株式 1名
Ｅ種類株式 1名
Ｆ種類株式 1名
Ｇ種類株式 1名
Ｈ種類株式 1名
Ｉ種類株式 1名
Ｊ種類株式 1名
Ｋ種類株式 7名
計 11,113名

⑤　大株主

株　　　主　　　名
持 株 数 合計株式

普通株式 種類株式 合計株式 持株比率

日販グループホールディングス株式会社 3,930千株
Ｋ種

0千株
3,930千株 24.31％

大 日 本 印 刷 株 式 会 社 3,317千株 －千株 3,317千株 20.52％

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 275千株
Ｋ種

0千株
275千株 1.70％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 217千株
Ｋ種

0千株
217千株 1.35％

株 式 会 社 文 芸 社 210千株 －千株 210千株 1.30％

株 式 会 社 ト ー ハ ン 175千株
Ｂ～Ｊ種

1千株
177千株 1.10％

館 林 慎 吾 173千株 －千株 173千株 1.08％

株 式 会 社 講 談 社 166千株 －千株 166千株 1.03％

新 沼 吾 史 150千株 －千株 150千株 0.93％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 146千株
Ｋ種

0千株
146千株 0.90％

（注）　持株比率は自己株式（27,913株）を控除して計算しております。

　　　　なお、日販グループホールディングス株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社

みずほ銀行、株式会社トーハン及び株式会社横浜銀行が有する種類株式の種類ごとの数

は、前記②のとおりであります。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 10 －

株式の状況



2020/10/27 18:01:35 / 20660154_株式会社文教堂グループホールディングス_招集通知

(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と
して交付された新株予約権の状況

　　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予
約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

－ 11 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2020年８月31日現在）

会社における地位 氏　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 佐 藤 協 治 ㈱ 文 教 堂 代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 副 社 長 佐 藤 弘 志
経 営 推 進 室 長
㈱ ダ ル ト ン 代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 小 林 友 幸 財 務 経 理 部 長

取 締 役 飯 田 直 樹
弁護士法人黒田法律事務所パートナー
弁 護 士

取 締 役 森 　 俊 明
Ｂ Ｅ １ 総 合 会 計 事 務 所 代 表
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士

取 締 役 酒 井 和 彦
日 販 グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱
専 務 取 締 役

取 締 役 中 島 孝 浩
大日本印刷㈱出版イノベーション事業部
hontoビジネスセンター副センター長

常 勤 監 査 役 野 口 健 太 郎 ㈱ 文 教 堂 監 査 役

監 査 役 福 島 良 和
大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業
推 進 部 シ ニ ア エ キ ス パ ー ト

監 査 役 村 瀬 幸 子
九 段 坂 上 法 律 事 務 所
弁 護 士

（注）１.取締役飯田直樹氏、取締役森俊明氏、取締役酒井和彦氏及び取締役中島孝浩氏は、社

外取締役であります。なお、当社は、飯田直樹氏及び森俊明氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２.監査役福島良和氏及び監査役村瀬幸子氏は、社外監査役であります。

３.監査役村瀬幸子氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を

有しております。

－ 12 －
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②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　　名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及び

重要な兼職の状況

宗像　光英 2019年11月27日 任期満了 取締役事業推進部長

角脇　恭一 2019年11月27日 任期満了 常勤監査役

松平　信治 2019年11月27日 任期満了 社外監査役

③　責任限定契約の内容の概要
　　当社と取締役である飯田直樹氏、森俊明氏、酒井和彦氏及び中島孝浩氏、
監査役である福島良和氏及び村瀬幸子氏は、会社法第423条第１項に定める
損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償
責任限度額は、同法第425条第１項各号に定める金額としております。

④　取締役及び監査役に係る報酬等の総額

区　分 支給人員 報酬等の総額

取　 締　 役
（うち社外取締役）

5名
（2）

25,436千円
（7,638）

監　 査　 役
（うち社外監査役）

4
（2）

7,512
（2,562）

合 　　計 9 32,948

(注)１.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与及び賞与相当額は含

まれておりません。

２.取締役の報酬限度額は、1992年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額

250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３.監査役の報酬限度額は、1993年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60

百万円以内と決議いただいております。

４.当事業年度末現在の取締役は７名（うち社外取締役は４名）、監査役は３名（うち社外

監査役は２名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますの

は、2019年11月27日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し

た監査役１名を含み、無報酬の取締役３名及び監査役１名が在任しているためでありま

す。

⑤　社外役員に関する事項
(a)　取締役　飯田直樹
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

弁護士法人黒田法律事務所のパートナーであります。なお、当社と当
該他の法人等との関係で記載すべき事項はありません。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、弁護士としての専
門的見地から、必要に応じ、議案・審議等につき適宜、発言、助言を
行っております。

－ 13 －
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(b)　取締役　森俊明
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

ＢＥ１総合会計事務所の代表であります。なお、当社と当該他の法人
等との関係で記載すべき事項はありません。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、税理士・公認会計
士としての専門的見地から、必要に応じ、議案・審議等につき適宜、
発言、助言を行っております。

(c)　取締役　酒井和彦
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

日販グループホールディングス株式会社の専務取締役であり、同社は
当社の主要株主である筆頭株主であります。また、当社は同社との間
に書籍・雑誌等の仕入取引がありますが、当社グループと同社との間
に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はなく、社外役員として適任
であると判断しております。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、社外の立場から、
必要に応じ、議案・審議等につき適宜、発言、助言を行っております。

(d)　取締役　中島孝浩
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

大日本印刷株式会社の従業員であり、同社は当社の主要株主でありま
す。また、当社グループと同社との間に社外役員の独立性に影響を及
ぼす事項はなく、社外役員として適任であると判断しております。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、社外の立場から、
必要に応じ、議案・審議等につき適宜、発言、助言を行っております。

(e)　監査役　福島良和
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

大日本印刷株式会社の従業員であり、同社は当社の主要株主でありま
す。また、当社グループと同社との間に社外監査役の独立性に影響を
及ぼす事項はなく、社外監査役として適任であると判断しております。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、また監査役会14
回中14回に出席し、社外の立場から、必要に応じ、議案・審議等に
つき適宜、発言、助言を行っております。

－ 14 －
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(f)　監査役　村瀬幸子
ⅰ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

九段坂上法律事務所所属の弁護士であります。なお、当社と当該他の
法人等との関係で記載すべき事項はありません。

ⅱ．特定関係事業者等に関する親族関係
該当事項はありません。

ⅲ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催の取締役会16回中16回に出席し、また監査役会14
回中14回に出席し、弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、
議案・審議等につき適宜、発言、助言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　監査法人ナカチ

    ②　会計監査人に対する報酬等の額

支払額

(1) 当該事業年度に係る報酬等の額 27,000千円

(2)
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

27,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、(1)の当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計金額を記載しておりま

す。

　　　２．監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受

けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり

の算出根拠などが適切であるかどうかについて検証を行った結果、会計監査人の報酬

等の額について同意の判断をいたしました。

　　③　非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務
以外の業務を委託しておりません。

　　④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、若しくは会
計監査人としてふさわしくない非行があった等、当社の会計監査業務に
重大な支障があると判断したときには、監査役会は会社法第340条の規定
により会計監査人の解任を決定いたします。
　また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断したと
きには、監査役会は解任または不再任の議案の内容を決定し、取締役会
が株主総会に提出いたします。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　 株主の皆様に対する配当金の決定は経営の最重要事項として認識し、将来
の事業展開を考慮しつつ、内部留保の充実により企業体質の強化を図りなが
ら、株主の皆様への安定した配当を維持することが重要であると考えており
ます。配当金は、業績の伸長にあわせ配当性向等を勘案しつつ、増配を視野
に入れながら継続して安定配当を行う方針であります。
　 当事業年度の期末配当金については、会社をとりまく環境は依然として厳
しい状況にあり、通期の業績及び利益剰余金の状況を勘案し、財務体質の強
化を図ることを最重要課題として、誠に遺憾ながら実施を見送らせていただ
くことといたしました。

－ 16 －
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(6) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

①　当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制
　当社及び子会社から成る企業集団の取締役及び使用人が、コンプライ
アンス（法令、会社規則、企業倫理等の遵守）に則った行動をとるため
に、「コンプライアンス基本方針」を定めその徹底を図る。
　また、コンプライアンス体制の維持、向上については、社長直轄のコ
ンプライアンス委員会を責任部署とし、コンプライアンス委員会は「コ
ンプライアンス規程」に従い、法令・定款及び社内規程を遵守して社内
業務が実施されているかを定期的に確認し、社長に報告する。
　法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合の報告体制と
して、「内部通報窓口」を設置し、体制を確保する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」
をはじめとする社内諸規程に基づき適切に保存及び管理するとともに、
必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持す
る。

③　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　事業活動の全般に係る様々なリスクの分析及び対策の検討については、
社長を議長とし、取締役、常勤監査役及び各部門の責任者が出席する経
営会議において行う。
　また、リスク管理に係る組織・体制の構築及び規程、ガイドライン等
の制定を行い、それに基づく体制を整える。

④　当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制
　当社は、月１回定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締
役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定並びに各取締役の業務執
行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の
効率化を確保する。
　また取締役会の他に、取締役、監査役、執行役員及び各部門の責任者
が出席する経営会議を月２回開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定
による職務執行を行う。

⑤　子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　子会社は、当社の「関係会社管理規程」に定める重要事項については、
当社への事前審議、承認または報告を行う体制を確保する。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
　当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社及び関連会社に対して、
自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理を行う。
　また、当社の内部監査室は、「内部監査規程」に従い、適正な監査を
確保する体制を整備する。

－ 17 －
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⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事
項
　監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に
応じて、内部監査室の職員など適切な人材を派遣する。また、その要請
を受けて業務を行う使用人は、その要請に関して取締役及び上長の指揮
命令を受けない。また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価等は、
事前に監査役会の同意を得る。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への
報告に関する体制
　監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、また、
重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担
当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務
の執行状況を報告する。
　当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼ
す恐れがある事実を発見したとき、または職務執行に関して不正行為、
法令、定款に違反する重大な事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報
告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し
て報告を求めることができる。この監査役への報告を行った当社及び当
社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、
解雇、降格、減給等不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知
する。
　また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、次の事項を遅滞なく報告
する。
ａ．内部監査の結果
ｂ．内部通報窓口による通報の状況
ｃ．その他監査役から報告を求められた業務執行に関する事項

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針
　取締役は、監査役の監査の実効性を担保するため、監査費用のための予
算措置を行い、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求め
たときは、これに応じる。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、必要な
助言または勧告を行う。
　また、決裁書類、報告書等の関係書類を閲覧し、会社経営全般の状況
を把握し、必要に応じて代表取締役、会計監査人との意思疎通を図り、
定期的に意見交換を行い、内部監査室とも連携し、監査の実効性を高め
る。

－ 18 －
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⑪　財務報告の適正性を確保するための体制
　　グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に

係る内部統制の基本方針に基づき、グループ会社各社は財務報告に係る、
必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。

⑫　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、毎月開催される取締役会において、内部統制基本方針の実施状
況を報告することとなっており、子会社を含む当社グループの業務の執行
状況を、社外監査役が当社グループの経営に関する監視ができるとともに、
社外取締役が当社グループの経営への監督、関与ができる体制を整備して
おります。
　また、監査役は、取締役会のほか定期的に開催される経営会議等の社内
の重要会議に出席するとともに、取締役等から直接業務執行の状況につい
て聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
　当社グループの従業員に対しては、「コンプライアンス基本方針」につ
いて従業員が参加する全体会議等での説明を行っており、法令及び定款を
遵守するための取り組みを継続的に行っております。

(7) 会社の支配に対する基本方針
　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目
指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図る
べきと考えております。
　現在は、特別な防衛策を導入いたしておりませんが、今後については社
会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

－ 19 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年８月31日現在）
（単位：千円）

資   産   の   部 負   債   の   部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

貯 蔵 品

1 年 内 回 収 予 定 の

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 未 収 入 金

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

株 式 交 付 費

8,420,960

1,587,418

950,633

5,930,223

5,214

30,070

160,193

△242,792

2,511,224

915,310

224,790

589

569,506

600

119,824

51,835

19,127

32,708

1,544,077

92,427

349,643

45,850

1,502,105

9,544

△455,494

24,531

24,531

流 動 負 債 7,299,827

支払手形及び買掛金 3,446,968

短 期 借 入 金 3,053,718

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

237,167

リ ー ス 債 務 634

未 払 法 人 税 等 16,213

賞 与 引 当 金 30,329

事業構造改革引当金 91,861

そ の 他 422,934

固 定 負 債 2,924,559

長 期 借 入 金 2,381,657

退職給付に係る負債 413,599

そ の 他 129,302

負 債 合 計 10,224,386

純 資 産 の 部

株 主 資 本 732,329

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 87,908

利 益 剰 余 金 612,636

自 己 株 式 △18,215

純 資 産 合 計 732,329

資 産 合 計 10,956,716 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,956,716

－ 20 －
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年９月１日から
2020年８月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 21,304,978

売 上 原 価 15,622,260

売 上 総 利 益 5,682,717

販売費及び一般管理費 5,268,437

営 業 利 益 414,280

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,863

受 取 手 数 料 5,785

受 取 家 賃 71,300

補 助 金 収 入 13,257

そ の 他 19,836 121,043

営 業 外 費 用

支 払 利 息 74,490

株 式 交 付 費 償 却 12,265

貸 倒 損 失 9,985

控 除 対 象 外 消 費 税 等 45,994

そ の 他 34,421 177,157

経 常 利 益 358,166

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 22,062

受 取 補 償 金 31,011 53,074

特 別 損 失

減 損 損 失 24,024

固 定 資 産 除 却 損 8,738

固 定 資 産 売 却 損 93

施 設 利 用 権 評 価 損 4,600

事 業 構 造 改 革 費 用 69,672 107,129

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 304,110

法人税、住民税及び事業税 15,777 15,777

当 期 純 利 益 288,332

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 288,332

－ 21 －
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貸　借　対　照　表

（2020年８月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

差 入 保 証 金

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

株 式 交 付 費

308,518

302,461

328

204,700

687

△199,658

785,215

403,539

403,539

381,675

0

381,271

74

147,353

1,600,000

330

△1,747,353

14,494

14,494

流 動 負 債 4,928

未 払 金 1,509

未 払 法 人 税 等 857

前 受 収 益 1,980

そ の 他 580

固 定 負 債 696,562

退 職 給 付 引 当 金 6,857

受 入 保 証 金 18,000

債務保証損失引当金 279,863

組織再編により生じた
株 式 の 特 別 勘 定

391,842

負 債 合 計 701,490

純 資 産 の 部

株 主 資 本 406,737

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 87,908

そ の 他 資 本 剰 余 金 87,908

利 益 剰 余 金 287,044

そ の 他 利 益 剰 余 金 287,044

繰 越 利 益 剰 余 金 287,044

自 己 株 式 △18,215

純 資 産 合 計 406,737

資 産 合 計 1,108,228 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,108,228

－ 22 －
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損　益　計　算　書

( 2019年９月１日から
2020年８月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 125,007

営 業 費 用 137,837

営 業 損 失 12,830

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 0

受 取 家 賃 21,600

そ の 他 1,010 22,611

営 業 外 費 用

支 払 利 息 26

株 式 交 付 費 償 却 7,247

支 払 手 数 料 11,000

雑 損 失 488 18,762

経 常 損 失 8,981

特 別 利 益

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 益 4,582,150 4,582,150

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 4,160,000

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 125,834 4,285,834

税 引 前 当 期 純 利 益 287,334

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 290 290

当 期 純 利 益 287,044

－ 23 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年10月20日

株式会社文教堂グループホールディングス

　　取　締　役　会　御　中

監　査　法　人　ナ　カ　チ
　　　　　　　　　　　　　　　東 京 都 千 代 田 区

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 代 孝 久 

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 家 冨 義 則 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社文教堂グループホールディングス
の2019年９月１日から2020年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社文教堂グループホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失
497,047千円、経常損室610,794千円及び親会社株主に帰属する当期純損失3,981,151千円を計上した
結果、4,216,002千円の債務超過となった。当連結会計年度において、営業利益414,280千円、経常
利益358,166千円、親会社株主に帰属する当期純利益288,332千円を計上し、金融機関による債務の
株式化及び日販グループホールディングス株式会社からの増資により債務超過は解消したものの、
事業再生計画の実施途上にあることにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認
められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注
記に記載されている。連結計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不
確実性の影響は連結計算書類には反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要の虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

－ 24 －
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認めれらるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
・監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　　上

－ 25 －

連結計算書類に係る会計監査報告



2020/10/27 18:01:35 / 20660154_株式会社文教堂グループホールディングス_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年10月20日

株式会社文教堂グループホールディングス

　　取　締　役　会　御　中

監　査　法　人　ナ　カ　チ
　　　　　　　　　　　　　　　東 京 都 千 代 田 区

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 代 孝 久 

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 家 冨 義 則 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社文教堂グループホールディ
ングスの2019年９月１日から2020年８月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において当期純損失
4,585,952千円を計上した結果、4,540,306千円の債務超過となった。当事業年度において、当期純
利益287,044千円を計上し、金融機関による債務の株式化及び日販グループホールディングス株式会
社からの増資により債務超過は解消したものの、事業再生計画の実施途上にある。これにより継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の
前提に関する重要な不確実性が存在するものと認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重
要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類は継続企業を前提
として作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類には反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要の虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認めれらるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
・監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年９月１日から2020年８月31日までの第70期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社からな
る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2020年10月26日

株式会社文教堂グループホールディングス　監査役会

常 勤 監 査 役 野 口 健 太 郎 

社 外 監 査 役 福 島 良 和 

社 外 監 査 役 村 瀬 幸 子 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
議　　　案　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の
種類及び数

１
　　　  さとう きょうじ

佐藤協治
（1966年８月31日生）

1988年４月　㈱本の店岩本入社
2000年10月　当社入社　北海道事務所長兼北海

道支店担当部長
2007年６月　当社店舗開発部長
2007年12月　当社執行役員店舗開発部長
2008年３月　㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月　同社取締役執行役員事業開発部長

兼経営戦略室長
2009年７月　同社取締役執行役員事業開発部長

兼経営戦略室長兼情報システム部
長

2010年11月　当社常務取締役常務執行役員事業
開発部長

2017年11月　当社常務取締役常務執行役員事業
管理本部長

2018年11月　当社代表取締役社長（現任）
2018年11月　㈱文教堂代表取締役社長（現任）

普通株式
1,000株

２
　　　   さとう　ひろし

佐藤弘志
（1970年８月23日生）

1995年３月　マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー・インク・ジャパン入社

1997年８月　ブックオフコーポレーション㈱入
社

2007年６月　同社代表取締役社長
2014年２月　㈱ダルトン入社
2014年６月　同社代表取締役社長（現任）
2016年11月　当社社外取締役
2017年11月　当社取締役副社長経営推進室長

（現任）
2019年10月　日販グループホールディングス㈱

執行役員（現任）

普通株式
1,000株

３
　　　 こばやし ともゆき

小林友幸
（1967年１月16日生）

1989年４月　日本クレア㈱入社
1992年８月　当社入社
2008年５月　当社経理部長
2008年12月　当社執行役員経理部長
2015年12月　㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月　同社取締役執行役員管理本部経理

部長
2018年12月　同社取締役管理本部長兼財務経理

部長（現任）
2018年12月　当社財務経理部長
2019年11月　当社取締役財務経理部長（現任）

普通株式
－株

－ 30 －
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候補者
番　号

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の
種類及び数

４
　　　   いいだ なおき

飯田直樹
（1965年２月14日生）

1999年４月　弁護士登録
2002年２月　トレイダーズ証券㈱（現ﾄﾚｲﾀﾞｰｽﾞ

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱）社外監査役
2006年２月　バリオセキュア・ネットワークス

㈱社外取締役
2008年10月　㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月　当社社外取締役（現任）
2011年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監

査役
2018年２月　㈱キャンドゥ社外取締役（監査等

委員）（現任）
2018年９月　弁護士法人黒田法律事務所パート

ナー（現任）

普通株式
7,500株

５
　　　  もり　 としあき

森　俊明
（1966年４月28日生）

1987年10月　会計士補登録
1988年４月　サンワ・等松青木監査法人（現有

限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月　公認会計士登録
1997年８月　椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月　税理士登録
2003年９月　ブリッジ共同公認会計士事務所シ

ニアパートナー、ブリッジ税理士
法人代表社員

2007年６月　ひまわりホールディングス㈱社外
監査役、ひまわり証券㈱社外監査
役

2009年４月　ＢＥ１総合会計事務所代表（現
任）

2009年11月　当社社外取締役（現任）
2015年７月　日本ビューホテル㈱社外監査役

普通株式
3,400株

６
　　　  さかい かずひこ

酒井和彦
（1960年12月20日生）

1984年３月　日本出版販売㈱入社
2013年４月　日販コンピュータテクノロジイ㈱

代表取締役社長
2013年６月　日本出版販売㈱取締役システム部

長
2014年４月　日販コンピュータテクノロジイ㈱

代表取締役会長
2016年４月　日本出版販売㈱常務取締役経営戦

略室長、秘書室長、コンプライア
ンス推進室、システム部担当

2016年11月　当社社外取締役（現任）
2017年４月　日本出版販売㈱専務取締役管理部

門、物流部門統括、システム部担
当、経営戦略室長、秘書室長

2018年４月　同社専務取締役専務執行役員管理
本部長、物流本部長、グループ財
務・グループＩＴ統括、グループ
ロジスティクス事業担当

2019年10月　日販グループホールディングス㈱
専務取締役グループ財務・管理・
ＩＴ統括（現任）

普通株式
－株

－ 31 －

取締役選任議案



2020/10/27 18:01:35 / 20660154_株式会社文教堂グループホールディングス_招集通知

候補者
番　号

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の
種類及び数

７
　　   なかじま たかひろ

中島孝浩
（1964年12月10日生）

1987年４月　大日本印刷㈱入社
2004年10月　同社情報コミュニケーション研究

開発センター研究企画部長
2008年10月　同社事業企画推進室
2015年10月　同社hontoビジネス本部ビジネス

開発ユニット長
2016年１月　同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委

員会委員長
2016年11月　当社取締役
2018年10月　大日本印刷㈱hontoビジネス本部

ハイブリッドチャネル流通ユニッ
ト長

2019年10月　同社出版イノベーション事業部
hontoビジネスセンター副センタ
ー長（現任）

2019年11月　当社社外取締役（現任）

普通株式
－株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．日販グループホールディングス㈱は、当社の特定関係事業者であり、酒井和彦氏は

同社の取締役であります。
３．㈱ダルトンは、当社の特定関係事業者である日販グループホールディングス㈱の子

会社であり、佐藤弘志氏は同社の代表取締役であります。
４．大日本印刷㈱は、当社の主要株主であり、中島孝浩氏は同社の業務執行者でありま

す。
５．飯田直樹氏、森俊明氏、酒井和彦氏及び中島孝浩氏は社外取締役候補者でありま

す。各氏を社外取締役候補者とした理由、社外取締役としての職務を適切に遂行す
ることができると判断した理由は次のとおりであります。
飯田直樹氏：弁護士の資格を有しており、企業法務に関し豊富な経験と幅広い見識

を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、
社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、候補
者としております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株
主総会終結の時をもって11年となります。

森　俊明氏：公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富
な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した
客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大
きいと判断し、候補者としております。なお、同氏の当社社外取締役
就任期間は本定時株主総会終結の時をもって11年となります。

酒井和彦氏：日販グループホールディングス㈱の専務取締役として会社経営に携
わっており、当社の経営を監督していただくことによりコーポレー
ト・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣
から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資す
るところが大きいと判断し、候補者としております。なお、同氏の当
社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年とな
ります。

中島孝浩氏：大日本印刷㈱の出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター所
属であり、当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・
ガバナンス強化に寄与していただき、社外取締役として当社の経営に
資するところが大きいと判断し、候補者としております。なお、同氏
の当社取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年とな
ります。

６．社外取締役候補者飯田直樹氏、森俊明氏、酒井和彦氏及び中島孝浩氏と当社は、会
社法第427条第１項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限
として、責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合、当社は
当該責任限定契約を継続する予定であります。

７．当社は、飯田直樹氏及び森俊明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号

ホテルケイエスピー　３階　ＫＳＰホール

（連絡先　044－811－0118　㈱文教堂グループホールディングス　総務部）

→

→

パークシティ
溝の口

マンション

当社

ノクティ２
丸井

武蔵溝ノ口駅

溝
の
口
駅

東
急
田
園
都
市
線

至渋谷

至立川
至長津田 洗足学園

JR南武線 至川崎

至京浜川崎I.C.

高津中学校入口

ニッセイビル

日本AMPビル

ミツトヨ

西棟

シャトルバス
乗降車場

シャトルバス
乗車場⑨ R&D棟

ホテルケイエスピー

ノクティ１
バスターミナル

最寄駅　ＪＲ　南武線　武蔵溝ノ口駅より徒歩約12分

東急　田園都市線　溝の口駅より徒歩約12分

※直通シャトルバスご利用の場合

武蔵溝ノ口駅、溝の口駅前バスターミナル

９番乗車場より約５分

　シャトルバスの無料乗車券は、当日バス乗車場付近にて係員が配布

いたします。なお、お帰りの際は乗車券がなくても無料でご利用い

ただけます。

地図




